
令和７年度 社会福祉施設等食中毒・感染症発生防止研修会開催要領 
 

１ 目  的 

社会福祉施設等の栄養士、調理業務責任者及び衛生管理者等を対象に、食中毒等の食品事

故及び感染症発生予防についての研修を行うことにより、社会福祉施設等における食中毒の

発生防止及び衛生管理の徹底を図る。 

 

２ 実施主体   鳥取県西部総合事務所（県民福祉局福祉課） 

 

３ 日  時   令和７年６月２０日（金） 午後２時から午後３時４０分まで 

 

４ 会  場     米子コンベンションセンター 小ホール 

         米子市末広町２９４（電話 0859-35-8111） 

         ※オンライン会議システムWebex による同時配信あり 

 

５ 研修対象者   社会福祉施設（介護保険施設、障がい者福祉施設、児童福祉施設等）、病

院、学校、私立幼稚園、市町村等の栄養士、調理業務責任者及び衛生管理

者等 

 

６ 日  程 

時  間 内  容 

１３：３０～１４：００ 

（３０分） 

受付 

１４：００～１４：１５ 

（１５分） 

開会挨拶 

「社会福祉施設等における安全の確保について 

～主に衛生面の観点から～」 

西部総合事務所県民福祉局 

副局長 福光 康文 

１４：１５～１４：４５ 

（３０分） 

講義１ 

「食中毒発生防止について」 

西部総合事務所米子保健所 

生活安全課 食品担当 

係長 渡邉 知美 

１４：４５～１４：５５ 

（１０分） 

休憩 

１４：５５～１５：４０ 

（４５分） 

講義２ 

「感染症予防と対応について」 

西部総合事務所米子保健所 

医薬・感染症対策課 難病・感染症対策担当   

係長 岡本 将揮 

１５：４０ 閉会 

（担当）西部総合事務所県民福祉局福祉課 


